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遺
産
相
続
争
い
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、

裁
判
に
至
ら
な
い
も
め
事
は
数
え

切
れ
な
い
。

相
続
に
は
遺
言
が
不
可
欠
で
あ
る
。

遺
言
の
な
い
相
続
は
親
族

間
で
相
続
を
め
ぐ
る
争
い

（争
族
）
の
原
因
に
な
り
や
す
い
。

核
家
族
化
で

親
族
の
交
流
が
少
な
く
な
り
、な

お
さ
ら
で
あ
る
。住

宅
ロ
ー
ン
や
教
育
資
金
、

老
後
の
生
活
資
金
が
足
り
な
い
な
ど
不
安
な
親
族
に
と
っ
て
遺
産
は
絶
好
の

チ
ヤ
ン
ス
で
あ
る
。

「有
効
・適
切
な
遺
言
が
あ
れ
ば
争
族
は
未
然
に
防
げ
る
」

と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「老
い
じ
た
く
あ
ん
し
ん
ね
っ
と
」
は
指
摘
し
、

遺
言
書
作

成
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
る
。

▽
相
続
争
い
増
加

社
会
福
祉
士
小
川
晴
雄
氏
は
三
月
中
旬
、

千
葉
県
野
田
市
で
同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
主
催
し

た
遺
言
書
作
成
セ
ミ
ナ
ー
で
講
演
し
た
。

以

下
は
そ
の
要
旨
で
あ
る
。

遺
言
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
。

遺
言
の
な
い

相
続
は
親
族
間
の
相
続
を
め
ぐ
る
争
い

（争

族
）
の
原
因
に
な
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

遺
産
分
割
に
関
す
る
裁
判
所
で
の
調
停

・
審

判
の
件
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、

裁
判
に
至

ら
な
い
も
め
事
は
数
え
切
れ
な
い
。

司
法
統
計
に
よ
る
と
、

二
〇
〇
〇
年
に
約

一
万

一
千
件
だ

っ
た
が
、

年
々
増
加
し
、

二

〇
〇
六
年
に
は

一
万
三
千
五
百
件
を
超
え
た
。

相
続
争
い
の
原
因
と
な
る
背
景
は
三
つ
あ

る
。

戦
後
の
民
主
主
義
で
家
督
相
続
制
度
か

ら
均
分
相
続
と
な
り
、

法
の
下
で
は
み
な
平

等
と
い
う
権
利
意
識
が
高
ま

っ
て
親
族
で
互

い
に
主
張
を
譲
ら
な
い
結
果
が
生
ま
れ
、

家

庭
裁
判
所
で
の
調
停

・
審
判
に
持
ち
込
ま
れ

る
ケ
ー
ス
が
増
え
た
こ
と
が
第

一
で
あ
る
。

第
二
は
戦
後
の
家
族
の
形
態
が
大
家
族
か

ら
核
家
族
化
し
、

親
族
間
の
交
流
が
疎
遠
に

な
っ
た
こ
と
。

第
三
は
現
在
の
社
会
的
状
況
で
、

住
宅

ロ
ー
ン
や
教
育
資
金
で
金
を
使
い
果
た
し
、

貯
え
が
な
く
な
っ
て
老
後
資
金
が
足
り
ず
、

年
金
に
も
不
安
が
あ
る
と
い
う
背
景
で
あ
る
。

こ
う
い
う
親
族
に
と

っ
て
相
続
は
ま
と
ま

っ

た
金
が
入
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

相
続
手
続

き
の
流
れ
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
。

被
相
続
人
が
死
亡
す
る
と
相
続
が
発
生
す

る
。

葬
儀
を
終
え
て
、

遺
言
書
の
有
無
が
確

認
さ
れ
る
。

相
続
人
の
調
査
を
し
、

確
定
す

る
た
め
に
戸
籍
謄
本
を
収
集
し
、

相
関
関
係

図
を
作
成
す
る
。

そ
し
て
相
続
財
産
の
調
査

を
し
て
財
産
目
録
を
作
成
す
る
。

借
金
の
調

査
も
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
ら
は
相
続
が
発
生

し
た
こ
と
を
知

っ
て
か
ら
三
カ
月
以
内
に
行

う
。

遺
言
が
な
い
場
合
は
ど
う
な
る
か
。

相

続
人
全
員
で
遺
産
分
割
協
議
を
行
い
、

話
し

合
い
が
ま
と
ま
れ
ば
遺
産
分
割
協
議
書
を
作

成
す
る
。

そ
れ
か
ら
遺
産
の
名
義
変
更
手
続

き
を
行
う
。
こ
の
協
議
が
う
ま
く
ま
と
ま
る

か
が
問
題
で
あ
る
。

遺
言
が
あ
る
場
合
。

普
通
方
式
に
は
、

自

筆
証
書
遺
言
と
数
が
少
な
い
秘
密
証
書
遺
言
、

ど
も
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
孫
が
代
襲
相

続
す
る
。

子
ど
も
が
い
な
い
場
合
は
両
親
が

第
二
順
位
と
な
る
。

両
親
が
死
ん
で
い
る
場

合
は
祖
父
母
と
な
る
。
自
分
の
兄
弟
姉
妹
は

第
三
順
位
で
あ
る
。

死
ん
で
い
れ
ば
甥
や
姪

と
な
る
。
こ
こ
ま
で
が
代
襲
相
続
と
し
て
法

的
に
権
利
が
あ
る
。

相
続
分
と
遺
留
分
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の

か
。

法
定
相
続
分
は
民
法
九
〇
〇
条
、

遺
留

分
は

一
〇
二
八
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

公
正
証
書
遺
言
が
あ
る
。
自
筆
の
場
合
は
家

庭
裁
判
所
で
検
認
手
続
を
し
て
証
明
書
を
も

ら
っ
て
か
ら
名
義
変
更
手
続
き
に
入
る
。

公

正
証
書
遺
言
の
場
合
は
、

検
認
が
必
要
な
い

の
で
速
や
か
に
名
義
変
更
手
続
き
で
き
る
。

▽
法
定
相
続
人

相
続
人
が
決
ま

っ
て
い
な
い
場
合
は
民
法

で
相
続
人
の
優
先
順
位
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

配
偶
者
は
常
に
相
続
人
で
あ
り
、

子
ど
も
と

と
も
の
相
続
順
位
は
第

一
順
位
で
あ
る
。

子
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相
続
分
は
、

配
偶
者
と
子
ど
も
の
場
合
は

そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
三
分
の

一
ず
つ
、

子
ど
も

が
い
な
く
て
配
偶
者
と
父
母
の
場
合
は
、

配

偶
者
三
分
の
二
、

父
母
三
分
の

一
、

配
偶
者

と
兄
弟
姉
妹
の
場
合
は
、

配
偶
者
が
四
分
の

三
、

兄
弟
姉
妹
は
四
分
の

一
と
な

っ
て
い
る
。

遺
留
分
は
、

配
偶
者
と
子
ど
も
の
み
は
二

分
の

一
、

父
母
の
み
は
三
分
の

一
、

兄
弟
姉

妹
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。
こ
の
遺
留
分
の
配
分
は

遺
言
に
よ
っ
て
も
侵
害
で
き
な
い
権
利
だ
。

さ
て
、

遺
言
が
な
い
場
合
や
遺
言
に
よ
る

分
割
方
法
の
指
定
が
な
い
場
合
、

遺
言
に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
財
産
が
あ
る
場
合
も
含
め

て
相
続
人
全
員
の
話
し
合
い
で
相
続
分
を
決

め
る
こ
と
に
な
る
が
、

話
し
合
い
で
ま
と
ま

ら
な
い
と
家
庭
裁
判
所
で
の
調
停

・
審
判
と

な
る
。
こ
れ
は
手
続
き
的
に
も
精
神
的
に
も

大
変
で
あ
る
。

遺
産
分
割
協
議
で
は
、

ま
ず
相
続
人
を
確

定
し
、

相
続
財
産
を
確
定
す
る
。

相
続
人
全

員
が
参
加
し
て
協
議
に
入
る
が
、

嫁
や
婿
は

口
を
出
さ
な
い
こ
と
。

相
続
人
全
員
の
合
意

が
あ
れ
ば
、

法
定
相
続
分
と
異
な
る
配
分
も

可
能
で
あ
る
。

遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成
し

遺
産
の
名
義
人
変
更
手
続
き
に
入
り
、

遺
産

を
相
続
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

互
い
に
欲
の
皮

が
突

っ
張

っ
て
合
意
に
至
ら
な
い
時
は
ど
う

な
る
か
。

分
補
り
合
戦
、

争
族
の
始
ま
り
で

あ
る
。

家
庭
裁
判
所
で
の
調
停

・
審
判
と
い

う
長
い
争
い
に
入
る
。

「残
さ
れ
た
の
は
家
屋
敷
だ
け
で
貯
金
も

分
け
る
ほ
ど
な
い
」
と
財
産
を

一
人
占
め

に
し
よ
う
と
す
る
人
、

「法
定
相
続
分
で
分

け
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
法
律
を

盾
に
す
る
人
、

「
兄
さ
ん
は
家
を
建
て
る
時

に
随
分
と
援
助
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
な

い
で
す

か
」
と
特
別
受
益
を
主
張
す
る
人
、

「長
い
間
、

介
護
に
通
い
面
倒
を
み
ま
し
た
。

相
続
分
が

皆
さ
ん
と
同
じ
で
は
納
得
で
き
な
い
」
と
寄

与
分
を
要
求
す
る
人
。

内
輪
も
め
は
果
て
し

な
い
。

遺
産
分
割
の
調
停
申
し
立
て
は
平
成

十
九
年
に

一
万
二
千
件
あ

っ
た
。

そ
の
う
ち

一
割
は
遺
産
総
額
が

一
千
万
円

未
満
で
あ
る
。

少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
分

割
で
も
め
や
す
い
。

何
億
も
あ
れ
ば
、

多
少

の
差
が
あ

っ
て
も
分
け
や
す
く
な
る
。

▽
遺
言
書
作
成
を
勧
め
る
人

遺
言
書
の
作
成
を
特
に
勧
め
た
い
人
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

①
法
定
相
続
分
と
異
な
る
配
分
を
し
た
い

人
。

生
前
良
く
尽
く
し
て
く
れ
た
の
で
こ
の

人
に
は
多
め
に
と
か
、

生
活
が
大
変
な
の
で

少
し
多
く
と
か
、

生
活
状
況
を
考
慮
し
た
財

産
配
分
を
指
定
で
き
る
。

②
相
続
人
の
人
数
や
遺
産
の
種
類

・
数
が

多
い
人
。

だ
れ
が
何
を
取
得
す
る
か
、

明
確

に
指
定
し
て
お
け
ば
紛
争
防
止
に
な
る
。

③
子
ど
も
が
い
な
い
人
。

配
偶
者
の
義
理

の
両
親
や
義
理
の
兄
弟
姉
妹
に
も
相
続
権
が

生
じ
、

妻
が
全
財
産
を
ス
ム
ー
ズ
に
相
続
す

る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

④
再
婚
を
し
て
い
る
人
。

先
妻
と
後
妻
に

そ
れ
ぞ
れ
子
ど
も
が
い
る
場
合
は
、

そ
れ
ぞ

れ
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
個
人
企
業
の
経
営
者

・
農
業
経
営
者
。

相
続
に
よ
っ
て
事
業
用
資
産
が
分
散
す
る
と
、

事
業
を
承
継
で
き
な
く
な
る
。

⑥
病
弱
あ
る
い
は
障
害
者
の
家
族
が
い
る

人
。

財
産
の
管
理
や
相
続
人
の
世
話
を
す
る

後
見
人
を
指
定
で
き
る
。

②
相
続
人
の
中
に
行
方
不
明
者
や
浪
費
家

が
い
る
人
。

財
産
を
渡
せ
な
い
、

渡
し
た
く

な
い
相
続
人
が
い
る
場
合
。

行
方
不
明
者
の

場
合
は
家
裁
に
申
し
立
て
て
財
産
管
理
が
で

き
る
。

①
法
定
相
続
人
以
外
に
財
産
分
与
を
考
え

て
い
る
人
。

例
え
ば
死
亡
し
た
息
子
の
嫁
と

か
特
別
に
看
護
し
て
く
れ
た
人
、

内
縁
の
妻

や
婚
姻
以
外
の
子
ど
も

へ
の
遺
贈
。

③
公
益
法
人
な
ど

へ
の
寄
付
を
考
え
て
い

る
人
。

①
身
寄
り
の
な
い
人
。

死
後
、

葬
儀
や
墓

を
ど
う
す
る
か
前
も

っ
て
決
め
て
お
き
、

遺

言
書
の
中
に
書
い
て
お
く
こ
と
。

▽
遺

言
が
望

ま

し

い
例

（事
例
１
）
子
の
な
い
妻
。

相
続
人
が
妻
と

兄
弟
姉
妹
の
場
合
、

妻
の
法
定
相
続
分
は
四

分
の
三
。

愛
す
る
妻
に
全
財
産
を
遺
す
た
め

に
は
、

遺
言
書
を
作
成
す
れ
ば
よ
い
。

兄
弟

姉
妹
に
は
遺
留
分
が
な
い
の
で
遺
留
分
の
配

慮
は
必
要
な
い
。

（事
例
２
）
相
続
権
の
な
い
嫁
。

世
話
を
し

な
く
て
も
子
ど
も
に
は
法
定
相
続
分
は
あ
る

が
、

献
身
的
に
世
話
を
し
て
く
れ
た
嫁
に
は

相
続
権
が
な
い
た
め
ゼ
ロ
と
い
う
の
は
お
か

し
い
と
考
え
て
遺
言
す
る
。

小
津
安
二
郎
の

映
画

「東
京
物
語
」
の
原
節
子
の
役
を
想
起

さ
せ
る
。

（事
例
３
）
行
方
不
明
の
相
続
人
が
い
る
人
。

遺
言
が
な
い
と
利
害
関
係
者
が
家
裁
に
申
し

立
て
て
行
方
不
明
の
財
産
を
管
理
す
る
不
在

者
財
産
管
理
人
を
選
任
も
ら
い
、

不
在
者
財

産
管
理
人
が
代
わ
っ
て
分
割
協
議
を
行
う
。

（事
例
４
）
先
妻
の
子
ど
も
と
後
妻
の
子
ど

も
が
い
る
人
。

先
妻
と
死
別
し
、

再
婚
し
て

両
方
の
結
婚
で
子
ど
も
が
い
る
場
合
、

先
妻

の
子
と
後
妻
の
子
は
、

い
ず
れ
後
妻
が
亡
く

な

っ
た
時
に
、

後
妻
が
遺
言
書
か
ら
引
き
継

い
だ
財
産
を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
よ
い
よ
遺
言
書
を
書
く
準
備
を
始
め
る
。

ま
ず
、

こ
れ
か
ら
の
自
分
の
生
涯
を
設
計
す

る
。

そ
し
て
財
産
目
録
を
作
成

（プ
ラ
ス
の

財
産
と

マ
イ
ナ
ス
の
財
産
）
、

ク
リ
ア
ブ
ッ

ク
を
活
用
し
て
書
類
を
ひ
と
ま
と
め
に
す

る
。

財
産
に
相
続
税
が
か
か
る
か
を
確
認
す

る
。

公
平
な
立
場
で
ど
の
財
産
を
だ
れ
に
ど

れ
だ
け
相
続
さ
せ
る
か
考
え
る
。
こ
の

「公

平
」
が
難
し
い
。

相
続
人
に
配
分
に
つ
い
て

不
満
を
持
た
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
事

で
、

相
続
人
の
経
済
的
状
況
や
だ
れ
が
自
分

の
た
め
に
日
ご
ろ
尽
く
し
て
く
れ
た
か
な
ど

を
考
え
る
。

祭
祀
承
継
や
遺
言
執
行
者
を
決

め
る
。

遺
言
執
行
者
に
は
相
続
が

一
番
多
い

人
を
選
ぶ
と
よ
い
。

分
か
ら
な
け
れ
ば
専
門

家
に
相
談
し
、

元
気
な
う
ち
に
自
分
の
意
思

で
書
く
。

親
族
の
紛
争
を
避
け
る
円
満
な
相

続
を
実
現
さ
せ
よ
う
。

遺
言
書
に
記
載
で
き
る
こ
と
は
何
か
。
ど

の
財
産
を
相
続
人
の
う
ち
の
誰
に
相
続
さ
せ

る
か
、

相
続
人
以
外
の
者
に
遺
贈

・
寄
付
す

る
の
か
、

誰
に
祭
祀
を
承
継
し
て
も
ら
う
の

か
、

遺
言
執
行
者
を
だ
れ
に
す
る
か
、

婚
姻

以
外
の
子
を
認
知
し
た
い
、

相
続
人
を
廃
除

し
た
い
な
ど
で
あ
る
。



予
備
的
遺
言
と
し
て
、

相
続
人
あ
る
い
は

受
遺
者
が
自
分
よ
り
先
に
亡
く
な

っ
た
場
合

に
備
え
、

次
の
相
続
人
、

受
遺
者
を
考
え
て

お
く
こ
と
。

付
言
事
項
と
し
て
遺
族
に
感
謝

の
心
と
な
ぜ
こ
の
遺
言
内
容
に
し
た
の
か
等
、

遺
言
者
の
気
持
ち
を
伝
え
て
相
続
人
に
遺
言

内
容
を
納
得
し
て
も
ら
う
よ
う
配
慮
も
必
要
。

▽
遺
言
書
作
成
上
の
注
意
事
項

遺
言
書
作
成
上
の
注
意
点
を
列
記
す
る
。

相
続
財
産
は
正
確
で
漏
れ
が
な
い
こ
と
が
第

一
で
あ
る
。

①
不
動
産
の
土
地

・
建
物
は
所
在
地
、

家

屋
番
号
な
ど
を
登
記
簿
通
り
に
書
く
。

預
貯

金
は
金
融
機
関
名
、

支
店
名
と

「預
貯
金
及

び
そ
の
他
の
債
権
」
を
記
載
す
る
。

有
価
証

券
は
証
券
会
社
名
、

支
店
名
と

「株
式
及
び

そ
の
他
の
債
権
」
を
記
載
す
る
。

積
極
財
産

（プ
ラ
ス
の
財
産
）
だ
け
で
な
く
、

消
極
財

産

（
マ
イ
ナ
ス
の
財
産
＝
借
金
な
ど
）
も
書

く
。

相
続
が
借
金
の
方
が
多
い
場
合
は
三
カ

月
以
内
に
相
続
放
棄
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

②
遺
留
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

③
遺
言
の
内
容
は
日
ご
ろ
の
自
分
の
言
動

と

一
致
さ
せ
る
。

「
お
前
に
は
特
に
世
話
に

な

っ
た
か
ら
財
産
を
多
く
あ
げ
る
」
と
長
男

に
も
次
男
に
も
言
っ
た
り
す
る
と
、

そ
の
言

質
で
も
め
る
こ
と
に
な
る
。

公
平
な
立
場
で
、

ど
れ
だ
け
相
続
さ
せ
る
か
考
え
て
お
く
。

③
相
続
財
産
は
分
け
や
す
く
工
夫
す
る
。

⑥
家
屋
や
土
地
な
ど
の
不
動
産
の
共
有
は

紛
争
の
先
送
り
で
あ
る
。

②
金
融
資
産
に
つ
い
て
は
金
額
だ
け
で
な

く
、

割
合
を
指
定
す
る
。

遺
言
書
の
普
通
方
式
に
は
大
き
く
分
け
て

公
正
証
書
遺
言
と
自
筆
証
書
遺
言
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
秘
密
証
書
遺
言
も
あ
る
が
、

こ
れ

は
少
な
い
。

特
別
方
式
に
は
緊
急
時
遺
言
と

し
て

一
般
危
急
時
遺
言
と
難
船
危
急
時
遺
言
、

隔
絶
地
遺
言
と
し
て
伝
染
病
隔
離
者
遺
言
、

船
舶
隔
絶
地
遺
言
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
最
も

多

い
自
筆
遺
言
と
公
正
証
書
遺
言
に
つ
い
て

説
明
す
る
。
自
筆
証
書
遺
言
は
守
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
四
つ
の
条
件
が
あ
る
。

①
全
文
を
自
筆
で
書
く
こ
と

（
ワ
ー
プ
ロ

や
代
筆
、

録
音
は
不
可
）
②
署
名
③
作
成
年

月
日
④
押
印

（認
印
可
）
、

で
あ
る
。

遺
言
書
は
本
人
が
死
亡
し
相
続
が
発
生
し

た
ら
公
正
証
書
以
外
は
検
認
の
手
続
き
が
必

要
と
な
る
。
こ
れ
は
証
拠
保
全
の
手
続
き
で

あ
り
、

遺
言
書
の
有
効

・
無
効
を
判
断
す
る

も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
家
庭
裁
判
所
に
検
認
の
申
し
立
て
を

す
る
。

指
定
さ
れ
た
期
日
に
家
裁
で
検
認
の

手
続
き
を
し
て
検
認
済
み
の
証
明
書
を
受
け

取
る
。

金
融
機
関
で
名
義
変
更
す
る
が
、

金

融
機
関
に
よ
っ
て
は
金
融
機
関
所
走
の
用
紙

に
相
続
人
全
員
の
署
名
と
実
印
が
必
要
に
な

る
こ
と
が
あ
る
。

名
義
変
更
に
は
遺
言
書
の

原
本
が
必
要
で
、

不
動
産
、

金
融
財
産
の
名

義
変
更
が
数
多
く
あ
る
場
合
、

手
間
と
日
数

が
か
か
る
。

遺
言
書
は
、

相
続
も
し
く
は
遺
贈
す
る
人

や
財
産
の
内
容
そ
の
割
合
を
変
更
し
た
い
場

合
、

遺
言
書
の
全
部
を
書
き
直
す
か

一
部
を

訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
原
則
と
し
て

作
成
日
の
新
し
い
遺
言
書
が
優
先
さ
れ
、

そ

の
意
味
で
作
成
年
月
日
は
必
須
で
あ
る
。

▽
公
正
証
書
遺
言
が
ベ
ス
ト

小
川
氏
が
勧
め
る
の
は
公
正
証
書
遺
言
で

あ
る
。

遺
言
内
容
の
メ
モ
と
必
要
書
類

（遺

言
者
の
印
鑑
証
明
、

戸
籍
謄
本
等
）
を
公
証

役
場
に
持

っ
て
行
き
、

公
証
人
に
遺
言
書
の

案
を
作
成
し
て
も
ら
う
。

作
成
す
る
場
合
は

証
人
二
人
の
立
ち
会
い
が
必
要
だ
が
、

公
証

人
に
言
え
ば
紹
介
し
て
く
れ
る
。

証
人

一
人

に
五
千
円
～

一
万
円
払
え
ば
Ｏ
Ｋ
。

専
門
家

に
依
頼
す
れ
ば
遺
言
内
容
の
相
談
か
ら
遺
言

書
の
作
成
ま
で
証
人
に
な
る
こ
と
も
含
め
て

す
べ
て
手
伝

っ
て
く
れ
る
。

公
証
人
は
原
本
、

正
本
、

謄
本
を
作
成
し
、

原
本
は
公
証
役
場

に
半
永
久
保
存
さ
れ
、

正
本
と
謄
本
が
本
人

に
渡
さ
れ
る
。

検
認
手
続
き
は
不
要
で
名
義

書
き
換
え
手
続
き
も
容
易
だ
。

本
人
死
亡
後

の
遺
言
書
の
有
効

・
無
効
の
争
い
も
ほ
と
ん

ど
な
い
。

費
用
は
公
証
人
手
数
料
令
に
よ
る
。

五
百
万
を
超
え

一
千
万
円
以
下
は

一
万
七

千
円
、　

一
千
万
円
を
超
え
三
千
万
円
以
下
は

二
万
三
千
円
、

三
千
万
円
を
超
え
五
千
万
円

以
下
は
二
万
九
千
円
、

五
千
万
円
を
超
え

一

億
円
以
下
は
四
万
三
千
円
等
で
あ
る
。

公
正
証
書
遺
言
書
と
自
筆
遺
言
書
の
メ

リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
を
整
理
す
る
と
―
。

公
正
証
書
の
メ
リ
ッ
ト
は
検
認
手
続
が
不

要
。

不
動
産
、金

融
資
産
の
名
義
変
更
が
簡
単
、

形
式
に
不
備
が
な
く
紛
争
の
余
地
が
ほ
と
ん

ど
な
い
こ
と
、

偽
造

。
彼
棄

・
紛
失
の
心
配

が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

デ
メ
リ
ッ
ト
は
証
人

二
人
が
必
要
、

費
用
が
若
千
か
か
る
、

公
証

人
と
の
打
ち
合
わ
せ
が
必
要
の
三
点
で
あ
る
。

一
方
、
自
筆
遺
言
書
の
メ
リ
ッ
ト
は
手
軽
に

作
成
で
き
て
費
用
も
か
か
ら
ず
、

遺
言
内
容

を
秘
密
に
で
き
る
点
で
あ
る
。

デ
メ
リ
ッ
ト

は
、

検
認
手
続
が
必
要
、

内
容
の
不
備
で
紛

争
が
起
き
や
す
い
、

偽
造
、

変
造
、

隠
匿
、

紛
失
の
恐
れ
が
あ
る
、

保
管
場
所
に
悩
む
等

で
あ
る
。

▽
元
気
な
う
ち
に
作
成
を

加
齢
と
と
も
に
判
断
能
力
が
低
下
す
る
こ

と
が
あ
る
。

遺
言
書
を
作
成
す
る
意
思
能
力

が
あ
る
う
ち
に
遺
言
書
を
作
る
こ
と
が
重
要

だ
。公

正
証
書
遺
言
の
場
合
は
、

法
律
の
専
門

家
で
あ
る
公
証
人
が
関
与
し
て
作
成
す
る
の

で
無
効
に
な
る
リ
ス
ク
は
少
な
い
。

判
断
力

が
低
下
し
た
後
に
て
作
成
さ
れ
た
自
筆
証
書

遺
言
の
場
合
は
遺
言
の
有
効

・
無
効
を
め

ぐ

っ
て
争
い
と
な
る
公
算
大
で
あ
る
。

相
談
相
手
は
弁
護
士
、

司
法
書
士
、

行
政

書
士
、

フ
ア
イ
ナ
ン
シ
ヤ
ル

・
プ
ラ
ン
ナ
ー

な
ど
専
門
家
が
よ
い
。

相
談
し
な
が
ら
手
続

き
を
進
め
る
。

相
続
税
は
五
千
万
円
プ
ラ
ス

法
定
相
続
人
数
に

一
千
万
円
を
か
け
た
金
額

が
基
礎
控
除
さ
れ
る
。

養
子
に
つ
い
て
は
、

実
子
が
い
る
場
合
は

一
人
、

い
な
い
場
合
は
二
人
ま
で
が
相
続
税

の
基
礎
控
除
額
を
計
算
す
る
場
合
の
法
定
相

続
人
の
対
象
と
な
る
。

相
続
税
が
か
か
ら
な

い
場
合
は
申
告
不
要
で
あ
る
。

子
ど
も
に
日

ご
ろ
か
ら
自
分
の
考
え
や
気
持
ち
を
伝
え
、

遺
言
書
を
書
い
て
お
く
の
も
よ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
先
＝
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「老
い

じ
た
く
あ
ん
し
ん
ね
っ
と
」
＝
容
Ｆ
Ａ
Ｘ
０

４

（７
１
６
９
）
４
１
６
５


